
結婚新生活支援事業費補助金

60万円 30万円

夫婦ともに

29歳以下の場合

夫婦ともに

39歳以下の場合

最大 最大

対象世帯の要件

新婚世帯の場合
・令和８年１月１日から令和９年２月2６日までに婚姻した世帯。
・令和７年分合計所得金額の夫婦合算した額が500万円未満。（貸与型奨学金を申請日時点で返済
している場合は、証明書がある場合に限り令和７年に返済した額を所得から控除する。）
・婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
・申請時に夫婦ともに申請に係る市内の住宅に住所を有している。
・申請日までに夫婦とも国が指定する講座の受講又は医療機関への妊娠・出産に関する相談をした世帯。
・過去に国の結婚新生活支援事業の交付金に基づく補助金の交付を受けていない。
・他の公的制度による住宅補助又は家賃補助を受けていない。

令和７年度補助金申請世帯の場合
・令和７年度に本補助金を申請した世帯のうち、交付確定額が補助上限額に満たなかった世帯。
・申請時に夫婦ともに申請に係る市内の住宅に住所を有している。
・他の公的制度による住宅補助又は家賃補助を受けていない。

※対象経費及び提出書類は裏面をご確認ください。

問い合わせ先

菊川市役所本庁舎２階 企画財政部企画政策課企画係

電話：0537-35-0900（受付時間：平日8：15～17：00） E-mail：kikaku@city.kikugawa.shizuoka.jp

受付期間：令和９年２月2６日まで
※申請額が予算上限に達した時点で上記受付期間内
であっても受付を終了します。

申請を予定されている方は、
必ず事前相談フォームへの
入力をお願いします。



住宅取得費用

婚姻に伴い新たに市内の住宅を取得した費用（建物の購入費のみ対象。）

リフォーム費用
婚姻に伴い新たに市内の住宅をリフォームした費用（外構に係る工事費用や家電購入費等は除く。）

賃借費用
婚姻に伴い新たに市内の住宅を賃借した費用（賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、鍵交換費用、
清掃費用、賃貸保証料、火災保険料及び更新料）

※賃貸借契約書に記載のない費目については対象外となります。

引越費用
婚姻に伴う市内の住宅への引越費用（引越業者又は運送業者へ支払ったものに限る。）

※夫婦のいずれかが契約した費用のみ対象
※対象支払期間：令和８年４月１日から令和９年２月26日まで対象経費

提出書類

新婚世帯必須書類

□ 【様式第１号】交付申請書兼実績報告書

□ 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

□ 住民票の写し（世帯全員の記載があるもの）

□ 夫婦それぞれの令和7年度所得（課税）証明書

□ 申請者名義の通帳のコピー（口座情報がわかるもの）

□ 国指定講座の受講証明書又は医療機関へ妊娠・出産に関する相談をしたことが分かる書類

（ □ 貸与型奨学金の返済額が分かる書類 ※対象者のみ）

新婚世帯のうち賃借費用を申請する場合
□ 住宅の賃貸借契約書の写し及び賃料等の領収書の写し又は支払額が確認できる書類の写し
（支払日、 支払額の内訳が記載されているもの）

□ 【様式第２号】夫婦それぞれの住宅手当支給証明書 ※給与所得者に限る。

新婚世帯のうち住宅取得費用を申請する場合

□ 住宅の売買契約書の写し及び領収書の写し（支払日、支払額の内訳が記載されているもの）

新婚世帯のうちリフォーム費用を申請する場合

□ 住宅のリフォーム契約書の写し及び領収書の写し（支払日、支払額の内訳が記載されているもの）

新婚世帯のうち引越費用を申請する場合

□ 引越に係る領収書の写し及び引越先住所が確認できる書類の写し

受付期間：令和９年２月2６日まで
※申請額が予算上限に達した時点で上記受付期間内であっても
受付を終了します。

※令和７年度補助金申請世帯の提出書類については、個別にご相談ください。

申請書は市ホームページから
ダウンロードできます。

申請を予定されている方は、
必ず事前相談フォームへの
入力をお願いします。


